
 

 兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除

の特例に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年３月２９日 

兵庫県後期高齢者医療広域連合長  門  康 彦  

   

兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第５号 

兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担   

金等の免除の特例に関する規則の一部を改正する規則 

 兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢者医療一部負担金等の免除

の特例に関する規則（平成２３年兵庫県後期高齢者医療広域連合規則第５号）の一部を次

のように改正する。 

第３条及び第７条中「令和６年２月２９日」を「令和７年２月２８日」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規則による改正後の兵庫県後期高齢者医療広域連合東日本大震災に係る後期高齢

者医療一部負担金等の免除の特例に関する規則の規定は、令和６年３月の一部負担金か

ら適用し、同年２月までの一部負担金については、なお従前の例による。 

 


